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１．制度の概要 

（１）私立大学等経常費補助金は、①私立大学等（私立の大学・短期大学・高等専門学校）の教

育研究条件の維持向上、②学生の修学上の経済的負担の軽減、③私立大学等の経営の健全性

向上に資するため、日本私立学校振興・共済事業団が国から補助金の交付を受け、これを財

源として全額、学校法人に対して設置学校の経常的経費について補助するものである。 

 

（２）この補助金には、各学校における教職員数や学生数等に所定の単価を乗じて得た基準額を

教育研究条件の状況に応じ傾斜配分する「一般補助」と、教育研究に関する特色ある取組に

応じ配分する「特別補助」がある。 

   なお、管理運営不適正等の法人については、状況に応じ、不交付若しくは減額措置を講ず

ることとなっている。 

 

２．全体の交付状況 

（１）平成 25 年度交付学校数は 880 校、交付総額は 3,204 億 7,124 万 3千円であり、このうち一

般補助は 2,782 億 5,300 万円、特別補助は 422 億 1,824 万 3 千円となっている（表 1）。 

学校種別の交付額は、大学 2,973 億 2,763 万 7 千円、短期大学 226 億 2,068 万 2 千円、高

等専門学校 5億 2,292 万 4 千円となっている(表 2)。 

   交付額を 1 校当たりに換算すると 3 億 6,417 万 2 千円となり、学校種別で見ると、大学   

5 億 2,811 万 3 千円、短期大学 7,204 万円、高等専門学校 1億 7,430 万 8千円となっている。

また、交付額を学生 1 人当たりに換算すると 15 万 9 千円となっており、学校種別で見ると、

大学 15万 8 千円、短期大学 17万 1 千円、高等専門学校 25 万 4千円となっている（表 2）。 

 

（２）平成 25 年度より、「大学力」向上のため組織的・体系的に大学改革に取り組む学校を３つ

のタイプ毎に選定し、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援する「私立大学等

改革総合支援事業」を文部科学省と共同で実施し、経常費補助金においては支援対象校 367

校に対し、一般補助及び特別補助での増額配分を行った（表 3）。 

また、「学内ワークスタディ」等の学生に対する多様な経済的支援策を講じる学校への支援

を新たに行い、補助内容の充実を図った（表 4）。なお、経済的に就学困難な学生に対する授

業料減免等事業については、前年度より 1,620 名増の 35,945 名に対する事業を対象として配

分した。 

 

（３）東日本大震災に係る支援については、東日本大震災復興特別会計において、①経済的に修

学困難になった被災学生に対し授業料減免等を行う学校へ所要経費の３分の２を補助する

「授業料減免等支援経費（震災分）」、②岩手県・宮城県・福島県に所在する学校の安定的・

継続的な教育環境を保障するための経費を対象とする「被災私立大学等復興特別補助」の両

補助項目が措置され、29 億 5,624 万 3千円を配分した（表 5）。 

 

（４）平成 25 年度に不交付となった 72校の事由は（表 6）のとおりである。 

 また、管理運営等に問題がある法人・学校に対しては減額又は不交付の措置を講じること

としており、平成 25 年度に新たに減額措置を講じた法人・学校は、2法人 3校である（表 7）。 

 

（５）私立大学等経常費補助金の配分基準及び各学校への交付額等については、当事業団のホームペ

ージ（ http://www.shigaku.go.jp/ ）に掲載するなど、広く一般に情報提供を行っているところ

である。 
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（表１）交付額総括表

（単位：千円）

区　　分

一 般 補 助

特 別 補 助

計

※（　　）書きは前年度の数値

※ 「特別補助」「計」には、復興特別会計分 2,956,243千円（前年度 5,054,072千円）を含む。

（表２）学校種別の補助金交付状況

（単位：校、千円）

１校当たり 学生１人当たり

( 607) ( 560) ( 535,996) ( 160)

608     563     528,113     158         

( 351) ( 318) ( 72,707) ( 173)

341     314     72,040      171         

( 3) ( 3) ( 176,146) ( 265)

3       3       174,308     254         

( 961) ( 881) ( 367,545) ( 161)

952     880     364,172     159         

※（　　）書きは前年度の数値

（表３）私立大学等改革総合支援事業による増額

（単位：校、千円）

区　　分
支援対象
学校数

特別補助に
よる増額

増 額 計

大 学 293     4,259,000   10,985,848  

短 期 大 学 72      874,000     1,024,825   

高 等 専 門 学 校 2       21,000      31,369      

計 367     5,154,000   12,042,042  6,888,042   

一般補助に
よる増額

6,726,848   

150,825     

10,369      

交　付　額

22,620,682      

計（平均額）

区　　分

短 期 大 学

高 等 専 門 学 校

大 学

交　付　額

( 300,157,679)

( 23,120,954)

( 528,439)

( 323,807,072)

297,327,637     

522,924         

320,471,243     

補助金の平均額

320,471,243       

42,218,243        

278,253,000       

学校
総数

交付
学校数

( 279,325,000 )

( 44,482,072 )

( 323,807,072 )



（表４）特別補助の交付状況（東日本大震災に係る支援を除く）

（単位：校、千円）

交付
学校数

( 776)

679     

( 437)

491     

( 688)

666     

( 644)

637     

( 88)

57      

( 744)

789     

( 857)

855     

※（　　）書きは前年度の数値

（表５）特別補助の交付状況（東日本大震災に係る支援）

（単位：千円）

( 4,275,538 )

( 778,534 )

( 5,054,072 )

※（　　）書きは前年度の数値

( 39,428,000)

39,262,000      

( 5,252,959)

5,381,001       

( 18,104,994)

15,843,258      

( 1,130,700)

交　付　額

( 4,181,534)

4,190,544       

684,029         

2,956,243       

721,800         

( 5,776,006)

6,650,811       

 Ⅰ 成長力強化に貢献する質の
　　高い教育

2,272,214       

被災私立大学等復興特別補助

計

交　付　額

・持続的な大学改革を支える職員
　育成に係る取組み

・学内ワークスタディ事業支援
・産学合同スカラーシップ事業支援

計

 Ⅴ 未来経営戦略推進経費

 Ⅵ 授業料減免及び学生の経済
　　的支援体制の充実

 Ⅱ 社会人の組織的な受入れへ
　　の支援

( 4,981,807)

6,474,586       

区　　分

授業料減免事業等支援経費（震災分）

 Ⅳ 大学院等の機能の高度化へ
　　の支援

備考（主な新規支援事項）

・私立大学等改革総合支援事業
（大学教育質転換型・多様な連携型）
　　　　　　　　　　　　　　を含む

・私立大学等改革総合支援事業
　（地域特色型）を含む

・私立大学等改革総合支援事業
　（多様な連携型）を含む

区　　分

 Ⅲ 大学等の国際交流の基盤整
　　備への支援



（表６）不交付校の事由内訳

（単位：校）

大　 学 計

12 (17) 0 ( 1) 12 (18)

9 ( 7) 16 (20) 25 (27)

2 ( 2) 0 ( 0) 2 ( 2)

20 (19) 11 (12) 31 (31)

2 ( 2) 0 ( 0) 2 ( 2)

45 (47) 27 (33) 72 (80)

※（　　）書きは前年度の数値

注1　未完成…設置後完成年度（標準修業年限）を超えていない学校

注2　募集停止…学生募集が停止されている学校

注3　他省庁補助…文部科学省以外から補助金を交付されている学校

注4　その他…放送大学、沖縄科学技術大学院大学（文部科学省から直接補助）

（表７）平成２５年度　減額法人一覧

私立大学等経常費補助金取扱要領４(1)の規定に基づき、管理運営不適正等のため減額措置を講じた法人

１．新規に減額措置を講じた法人及び前年度の減額措置を据え置いた法人

法 人 名
２５年度
の取扱い

2 萩 学 園
１ ０ ％
減額交付

２．前年度の減額措置を緩和した法人

法 人 名
２５年度
の取扱い

1

環 太 平 洋 大 学

3
茶屋四郎次郎
記 念 学 園

東 京 福 祉 大 学

大阪産業大学
大 阪 産 業 大 学

2 創 志 学 園

1 富士修紅学院
健 康 科 学 大 学

修 紅 短 期 大 学

不交付事由 短 期 大 学

未 完 成

募 集 停 止

他 省 庁 補 助

そ の 他

計

対 象 学 校 名

申 請 の 無 い も の

虚偽の設置認可申請
（決算書の虚偽記載等）

虚偽の設置認可申請
（設置財源不足等）

管理運営不適正
（「不適切な受験」問題への対
　応など、管理運営が不適正）大阪産業大学短期大学部

山 口 福 祉 文 化 大 学
管理運営不適正

（評議員会開催手続の過誤等）

管理運営不適正
（管理運営体制の改善への
　　全学的な取組みが不十分）東京福祉大学短期大学部

５ ０ ％
減額交付

２ ５ ％
減額交付

２ ５ ％
減額交付環太平洋大学短期大学部

対 象 学 校 名

備 考

２ ５ ％
減額交付

減額率
据置

新規

新規

事　　由

事　　由



（参考資料）

　　　　　　　　　 （単位：億円・％）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

29,691 30,052 30,449 30,516

総   額 3,217.8 3,221.8 3,209.2 3,187.5 3,175.1

(伸 率) (▲1.0) (0.1) (▲0.4) (▲0.7) (▲0.4)

伸 額 ▲31 4 ▲13 ▲22 ▲12
  う ち

特別補助 1,102 1,102 398 394 393

(34.2) (34.2) (12.4) (12.4) (12.4)

私立大学等における経常的経費と経常費補助金額の推移

経常的経費

経
常
費
補
助
金

10.7

　　注１ ： 平成２５年度決算が未了のため、２５年度の経常的経費の額は空欄である。
　　注２ ： 経常費補助金の額は当初予算額である。（平成２３年度の補正予算は含まない。）
　　注３ ： 平成２４年度以降の経常費補助金には、復興特別会計に計上している額を含まない。

 区     　 分
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